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２０１８年８月３日 

 

南京大学外国語学院日語系 

  葉 琳 殿 

                          関西学院大学大学院 

言語コミュニケーション文化研究科 

委員長   増永 俊一 

 

２０１９年度 海外交流協定に基づく特別学生受け入れに関するスケジュールについて（ご案内） 

 

 平素は本研究科の教育研究活動のために格別のご理解とご支援を賜りありがとうございます。標記

の件につきまして、下記の通りスケジュールを設定させていただきたく存じます。何とぞよろしくお

願い申し上げます。 

 

１． 特別学生申請手続き 

出願期間：２０１８年１０月１９日（金）～１１月５日（金） 

上記期間内に、以下書類をご送付（必着）ください。 

・ 南京大学外国語学院院長から関西学院大学大学院言語コミュニケーション文化研究科委員長

への推薦状 

・ 履歴書（所定用紙に記入してください） 

・ 研究計画書 

・ 学士学位証明書 

・ 成績証明書 

・ パスポートコピー 

・ 志望プログラムおよび指導教員志望書（所定用紙に記入してください） 

志望するプログラムは、パンフレットのP.11～12「カリキュラムと修了要件」をご参照の上、

選んでください。 

演習科目担当教員を下記の一覧から３名選んで所定用紙に記入してください（演習科目担当教

員は、本研究科で本人の志望と研究テーマを考慮して、指導教員とあわせて入学時まで（３月

中旬）に最終決定し、通知します）。志望順を明示したい場合は、教員氏名の左横に丸数字（①

等）を記入してください。ただし、志望順どおりに演習科目担当教員が決定するわけではあり

ません。演習科目担当教員を決定する際の参考といたします。 
 

      2019年度入学生の演習科目担当予定教員（五十音順） 

石川 圭一、伊藤 正範、茨木 正志郎、岩松 正洋、于 康、上田 和彦、内田 充美、 
梅咲 敦子、大髙 博美、大東 和重、Teja Ostheider、氏木 道人、関谷 一彦、田中 裕幸、 
田村 和彦、塚田 幸光、田 禾、中川 慎二、中野 陽子、長谷 尚弥、藤田 友尚、 
藤野 真子、増永 俊一、森本 郁代 

     

２． 入学金の納入 

２０１９年１月１１日（金）までに、入学金を海外送金によりご入金ください。 

【送金額】 ２０２，５００円 

内訳は、入学金200,000円、日本の金融機関手数料2,500円です。送金時の手数料は

入学予定者にご負担いただきます。 

 

３． 在留資格認定証明書交付申請のための書類の提出 

在留資格「留学」の査証取得に必要な「在留資格認定証明書」の交付申請を法務省入国管理局に
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本学が代理で行いますので、２０１９年１月１１日（金）までに、下記の書類をご送付ください。 

・ 在留資格認定証明書交付申請書 

・ 顔写真４枚（縦４cm×横３cm、背景無地、３ヶ月以内に撮影されたもの） 

・ 立証資料（学費・生活費支弁者の所得証明書、経費支弁書、預金残高証明書、本人と経費支

弁者の親族関係を証明する書類等。学費・生活費支弁者の居住地等により、ご提出いただく

書類が異なります。） 

  

４．学費・その他の諸費の納入 

  ２０１９年３月１５日（金）までに、学費・その他の諸費を海外送金によりご入金ください。 

【送金額】 ３５１，０００円 

        内訳は、学費・その他の諸費（授業料、教育充実費、同窓会入会金、言コミ文化学

会費の合計額） 348,500円、日本の金融機関手数料 2,500円です。送金時の手数料

は入学予定者にご負担いただきます。 

 

なお、入学金、学費・その他の諸費の入金方法の詳細や、在留資格認定証明書交付申請のための

書類の詳細につきましては、１２月中旬に詳細をご案内させていただく予定です。 

 

 

初年度納入金 

2019年度入学生の学費は下記のとおりです。 

 
入学手続時 

(入学金＋春学期分) 
秋学期分 合計 

 入 学 金 200,000円         －     200,000円 

 授 業 料 265,000円  265,000円     530,000円 

 教育充実費 79,500円 79,500円     159,000円 

 合   計    544,500円  344,500円     889,000円 

［注意事項］ 

① 上記の他に同窓会入会金として2,000円（入学手続時に徴収）、言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ文化学会会費とし

て4,000円（2,000円を入学手続時に、2,000円を秋学期学費納入時に徴収）を必要とします。 

② 私費外国人留学生（在留資格「留学」を有し、一定の条件を満たす者）を対象に、本学が授業料

の一部を減免する「私費外国人留学生授業料減免」を受けることができます。2018年度は授業料

の30%を減免しています(2019年度以降は未定)。初年度は秋学期の学費から春学期分と秋学期分

を一括して減免します。 

 

以上 


